
裁量労働制等に関するアンケート調査
（主な結果）

資
料
N
o
.４



◆ 企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制等について、「日本再興戦略」等を踏まえ、現行の
要件・手続について検討する上で、当事者の具体的ニーズの把握が重要であることから、（独）労働
政策研究・研修機構に依頼し、事業場・労働者双方にアンケート方式により調査を実施。

◆ 本資料は、同調査結果を、厚生労働省において編集・整理したもの。
※企画業務型裁量労働制及びフレックスタイム制について整理したが、調査の制約上、裁量労働制全体の集計と

なった項目も一部ある。

＜調査の方法等＞

・ 調査票の郵送（労働者票については、事業場調査に同封し人事担当者より①専門業務型裁量労働制適用者、②企画業務型裁量

労働制適用者、③フレックスタイム制適用者、④管理監督者、⑤その他労働者に配布）

・ ①労使協定や決議の届出等により厚生労働省が把握している事業場及び②事業場のデータベースからランダムに抽出した事業場に

対して調査票を送付。

※ 本資料では、裁量労働制導入事業場・適用労働者について、やや性質が異なる①と②を可能な限り合算して集計。

・ 調査時点は平成25年10月。調査期間は同年10～11月頃。

＜調査の主な内容＞

（１）制度に対する要望・意見

・ 裁量労働制の対象業務や対象労働者の要件、負担・煩雑と感じる手続、制度導入の効果・満足度等

・ フレックスタイム制の評価、不満な点、導入していない理由等

（２）労働時間、処遇、健康確保措置等

・ 勤務状況の把握方法、裁量労働制適用対象者へ手当、健康・福祉確保措置や苦情処理体制の内容や要望等

＜調査対象の属性＞

（１）事業場

・ 発送数は13,000事業場、集計対象数は4,042事業場、回収率は31.1％。

・ うち裁量労働制導入事業場に対する調査項目の回答数は1,691事業場（専門業務型裁量労働制導入事業場のみへの調査項目に

ついては1,536事業場、企画業務型裁量労働制導入事業場のみへの調査項目については1,224事業場）。

（２）労働者

・ 発送数は130,000人分、集計対象数は23,006人分、回収率は17.7％。

・ うち裁量労働制適用対象者に対する調査項目の回答数は4,327人分（専門業務型裁量労働制適用労働者3,024人分、企画業務型

裁量労働制適用労働者1,303人分）。 １



合計 林業

鉱業、
採石
業、砂
利採
取業

建設
業

製造
業

電気・
ガス・
熱供
給・水
道業

情報
通信
業

運輸
業、郵
便業

卸売
業、小
売業

金融
業、保
険業

不動
産業、
物品
賃貸
業

学術
研究、
専門・
技術
サービ
ス業

宿泊
業、飲
食サー
ビス業

生活
関連
サー
ビス
業、娯
楽業

教育、
学習
支援

医療、
福祉

複合
サービ
ス業
（郵便
局、農
業組合
等）

その他
サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

その
他

不明

事業場数 4042 0 2 95 1163 45 434 152 303 164 34 329 73 29 333 435 26 393 18 14

（割合） 100% 0.0% 0.05% 2.4% 28.8% 1.1% 10.7% 3.8% 7.5% 4.1% 0.8% 8.1% 1.8% 0.7% 8.2% 10.8% 0.6% 9.7% 0.4% 0.3%

労働者数 23,006 0 16 487 6688 294 1948 621 1323 668 174 1965 310 92 1948 2343 161 1864 78 2026

（割合） 100% 0.0% 0.1% 2.1% 29.1% 1.3% 8.5% 2.7% 5.8% 2.9% 0.8% 8.5% 1.3% 0.4% 8.5% 10.2% 0.7% 8.1% 0.3% 8.8%

＜業種別＞

アンケート調査における調査対象の属性（詳細）

30人未満 30－99人 100－299人 300－499人 500－999人 1000人以上 不明

事業場数 382 832 1183 585 535 387 138 

（割合） 9.5% 20.6% 29.3% 14.5% 13.2% 9.6% 3.4%

労働者数 1641 4252 6275 3014 3089 2244 2491

（割合） 7.1% 18.5% 27.3% 13.1% 13.4% 9.8% 10.8%

＜従業員規模別＞

組合あり 組合なし 不明

事業場数 2099 1927 16 

（割合） 51.9% 47.7% 0.4%

労働者数 11332 9668 2006

（割合） 49.3% 42.0% 8.7%

＜労働組合の有無別＞

※いずれも回答を得た事業場及び労働者の範囲の属性を分類したもの

２



１ 導入のきっかけ 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 制度導入のきっかけとして、「労働者の創造力を高め、能力発揮を促す」（46.7％）や
「成果主義・業績評価制度導入の一環として」（35.0％）を挙げた回答が多い。

35.0%

46.7%
3.2%

13.9%
27.6%

27.3%
5.4%

0.8%
1.5%
2.3%

1.0%
43.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

成果主義・業績評価制度導入の一環として

労働者の創造力を高め、能力発揮を促すため

残業代を削減するため

長時間労働（時間外労働）を削減するため

労働者のワーク・ライフ・バランスを推進するため

従業員の意識改革を行うため

仕事の成果で評価してほしいという要望が労働者からあったため

労働時間管理に対する労働者の不満が多かったため

同業他社が導入しているため（企業間競争に適応していくため）

その他

わからない

不明 ３

導入のきっかけ （複数回答）

企画業務型裁量労働制について

N＝1,224



２ 裁量労働制の効果 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 制度導入の効果として、「効率よく仕事を進めるように従業員の意識が変わった」
（61.5％）や「従業員のモチベーションが向上した」（29.7％）を挙げた回答が多い。

29.7%

61.5%

5.6%

19.9%

16.5%

9.9%

15.3%

3.4%

12.3%

4.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

従業員のモチベーションが向上した

効率よく仕事を進めるように従業員の意識が変わった

従業員の間で競争意識が高まった

労働時間短縮につながった

人件費の抑制につながった

企業業績の向上につながった

多様な人材の活用につながった

その他

特に効果として感じていることはない

不明

導入した効果として感じていること（複数回答）

４

N＝1,224



35.6%

40.8%

15.6%

4.3%

3.8%

0% 25% 50%

①満足

②やや満足

③やや不満

④不満

⑤不明

１．裁量労働制適用

の満足度

３ 適用を受けることへの満足度① （満足度） 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 適用労働者のうち「満足」「やや満足」が76.4％。
◆ 「不満」「やや不満」（19.9％）のうち、具体的に不満な点としては、「労働時間が長い」（43.2％）、

「業務量が過大」（40.2％）、「給与が低い」（33.2％）を挙げた回答が多い。

13.9%
3.1%

13.9%

40.2%
6.9%

24.3%

43.2%

18.9%

33.2%

11.6%

27.4%

10.4%

0.4%

0% 25% 50%

与えられている業務の裁量性が小さい

上司の指示が具体的であり、

裁量性が小さい

担当以外の業務が命じられる

業務量が過大

業務の期限の設定が不適切

みなし時間の設定が不適切

労働時間（在社時間）が長い

休日・休暇を確保しにくい

給与が低い

能力や成果がみなし時間で評価されており、適

切な評価を受けていない

人事評価が不透明

その他

不明

２．具体的に不満な点 （複数回答）

（１．で③④と回答した場合）

N＝259

５

N＝1,303



３ 制度適用の満足度② （適用前との比較） 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 裁量労働制適用者となった理由として、「仕事の裁量が与えられていることにより仕事がしやすく
なった」、「自らの能力の有効発揮に役立つと思った」を挙げた労働者は「概ね期待どおり」の割合が
高い（44.7％、40.3％）。また、「仕事を効率的に進められるので労働時間を短くすることができると
思った」を挙げた労働者では「あまり期待どおりになっていない」の割合が高い（38.0％）。

40.3%

30.1%

44.7%

31.1%

33.1%

23.2%

37.0%

30.9%

35.4%

41.6%

33.8%

32.9%

20.6%

38.0%

17.3%

26.7%

31.8%

28.0%

2.1%

1.1%

2.6%

0.7%

1.3%

15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

部門または職種全体が適用されることとなっているため

（57.6 ％）

上司の勧めによる（15.5％）

自らの能力の有効発揮に役立つと思った（32.3％）

仕事を効率的に進められるので労働時間を短くするこ

とができると思った（28.9％）

仕事の裁量が与えられていることにより仕事がしやすく

なると思った（44.0％）

能力や仕事の成果に応じた処遇の向上や公平な処遇

が期待できると思った（31.4％）

仕事と生活のバランスを保ちやすくなると思った

（29.9％）

その他（6.3％）

不明（3.6％）

裁量労働制適用者となった理由（複数回答）と、それが期待どおりであったか。

概ね期待どおり 一部期待どおり あまり期待どおりになっていない 不明

N＝1,303

※ 選択肢欄のカッコ書きは、裁量労働制の適用者となった理由（複数回答）の割合を示している。 ６



４－１ 制度への評価・変更すべき点 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 現行の裁量労働制について、「今のままでよい」との回答が68.6％、「変更すべき」との
回答が29.3％ある。

◆ 「変更すべき」とする事業場のうち、「一定以上の高い水準の年収が確保されるなら、
労働時間規制を適用除外すべき」（50.7％）を挙げた回答が多い。

28.7%

19.8%

50.7%

24.5%

24.0%

2.8%

20.9%

10.6%

1.7%

0% 20% 40% 60%

１．１日ではなく、１週間や１ヶ月のみなし労働

時間を認めるべき

２． 労働時間、深夜労働、休日、年次有給

休暇に関する規制をすべて適用除外すべき

３． 一定以上の高い水準の年収が確保さ

れるなら、労働時間規制を適用除外すべき

４． 深夜労働に関する規制を適用除外すべ

き

５． 休日に関する規制を適用除外すべき

６． 年次有給休暇に関する規制を適用除外

すべき

７． 休日や休暇が確保されるなら、労働時間

規制を適用除外すべき

８． その他

９． 不明

２．具体的にどのように変更すべきか。

（１．で２と回答した場合）（複数回答） Ｎ＝359

７

１．現在の裁量労働制に
ついて、今のままでよいか

（Ｎ＝1,224）

１．今のままでよい･･･68.6％

２．変更すべき･･･29.3％

（不明･･･2.0％）



４－２ 制度への評価・変更すべき点 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 適用労働者についても、「今のままでよい」との回答が75.1％、「変えたほうがよい」との回答が21.1％
ある。

◆ 「変えたほうがよい」とする労働者のうち、「一定以上の高い水準の年収が確保されるならば、労働時
間に関する規制を適用除外してもよい」（36.7％）、「一定日数の休日・休暇が確保されるならば、みなし
労働時間ではなく労働時間に関する規制を適用除外してもよい」（30.5％）を挙げた回答が多い。

23.6%

14.9%

17.5%

5.1%

30.5%

36.7%
7.3%

11.6%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40%

１日ではなく、１週や１月のみなし労働時間を認めてもよい

見なし労働時間制で深夜に関する規制を適用除外してもよ

い

みなし労働時間制で休日に関する規制を適用除外してもよ

い

みなし労働時間制で年次有給休暇に関する規制を適用除

外してもよい

一定日数の休日・休暇が確保されるならば、みなし労働時

間ではなく労働時間に関する規制を適用除外してもよい

一定以上の高い水準の年収が確保されるならば、労働時

間に関する規制を適用除外してもよい

労働時間、深夜、休日及び年次有給休暇に関する規制を

すべて適用除外してもよい

その他

不明

２．具体的にどのように変更すべきか（１．で２と回答した場合）

（複数回答）
Ｎ＝275

８

１．現在の裁量労働制に
ついて、今のままでよいか

（Ｎ＝1,303）

１．今のままでよい･･･75.1％

２．変えたほうがよい･･･21.1％

（不明･･･3.8％）



60.2%

71.4%
18.4%

31.6%

0.4%

6.8%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

①対象業務の要件を拡大すべき

②労使委員会で合意できれば

対象業務として認めるべき

③一定以上の年収を条件に

対象業務として認めるべき

④「主として」従事していれば

よいこととすべき

⑤他にも対象とすべき業務がある

⑥その他

⑦不明

２．範囲をどうすべきか（１．で①と回答した場合）

（複数回答） Ｎ＝266

９

21.7%

40.6%

1.4%

3.4%

32.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①狭い

②現行制

度のままで

よい

③広い

④範囲が

不明確

⑤不明

１．対象業務の範囲の広さ

５－１ 対象業務の範囲等 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 対象業務の範囲について、「現行制度のままでよい」との回答が40.6％、「狭い」との回答が
21.7％ある。

◆ 対象業務が「狭い」とする事業場のうち、「労使委員会で合意できれば対象業務として認める
べき」（71.4％）、「対象業務の要件を拡大すべき」（60.2％）、「『主として』従事していればよいこと
とすべき」（31.6％）を挙げた回答が多い。

Ｎ＝1,224



５－２① 対象業務の範囲等 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 対象業務の範囲について、「現行制度のままでよい」との回答が67.1％、「狭い」との回答
が7.2％ある。

◆ 対象業務の範囲が「狭い」とする労働者のうち、「対象業務の限定は不要である」
（48.9％）、「対象業務の範囲は労使に委ねるべき」（43.6％）を挙げた回答が多い。

48.9%

27.7%

43.6%

17.0%

10.6%

4.3%

4.3%

0% 20% 40% 60%

対象業務の限定は不要である

使用者が具体的な指示をしない業

務は対象とすべき

対象業務の範囲は労使に委ねる

べき

一定以上の年収があることで足り

る

「主として」従事していればよいとす

べき

その他

不明

２．対象業務の範囲をどうすべきか
（１．で①と回答した場合）（複数回答）

Ｎ＝94

１０

7.2%

67.1%

4.8%

12.4%

8.4%

0% 20% 40% 60%

①狭い

②現行制度の

ままでよい

③広い

④範囲が不明

確

⑤不明

１．対象業務の範囲の広さ Ｎ＝1,303



◆ 「現行制度のままでよい」との回答が多いが、特に、
・日々の出退勤管理別では、「一律の出退勤時刻がある」（64.1％）に比べ、「出退勤時刻は自由」（「出勤の必要はある」

…71.3％、「決められた時間帯に職場にいれば」…70.5％）の場合にその割合が多い。
・仕事の目標等の決定方法別では、「会社または上司が設定」（60.6％）に比べ、「上司と相談しつつ自ら決定」（70.9％）、「自分

の意見を踏まえて上司が設定」（69.9％）の場合にその割合が多い。

6.8%

4.3%

9.1%

11.8%

64.1%

70.5%

71.3%

70.6%

5.9%

2.9%

4.1%

5.9%

13.4%

15.1%

9.6%

0.0%

9.8%

7.2%

5.9%

11.8%

0% 25% 50% 75% 100%

一律の出退勤時刻が

ある

決められた時間帯に

職場にいれば出退勤

時刻は自由

出退勤の時刻は自由

だが、出勤の必要は

ある

出勤するかしないか

は自由

狭い 現行制度のままでよい 広い 範囲が不明瞭 不明

Ｎ＝1,258

裁量労働制適用者の日々の出退勤

（＊50.9％）

（＊10.6％）

（＊33.7％）

（＊1.4％）

５－２② 対象業務の範囲等 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

5.8%

8.5%

7.9%

2.0%

4.0%

6.3%

5.6%

60.6%

69.9%

70.9%

57.1%

68.7%

53.1%

44.4%

5.0%

3.3%

5.4%

4.1%

3.0%

12.5%

11.1%

19.1%

9.2%

8.7%

28.6%

14.1%

15.6%

38.9%

9.5%

9.2%

7.0%

8.2%

10.1%

12.5%

0.0%

0% 25% 50% 75% 100%

会社または上司が設定

自分の意見を踏まえて

上司が設定

上司と相談しつつ自ら

決定

取引先または顧客と相

談しつつ自ら決定

作業を共に行っている

チームの者と相談しつ

つ自ら決定

自ら単独で決定

その他

狭い 現行制度のままでよい 広い 範囲が不明瞭 不明

Ｎ＝1,299
裁量労働制適用者の仕事の目標等の決定方法

（＊18.5％）

（＊23.5％）

（＊42.5％）

（＊3.8％）

（＊7.6％）

（＊2.4％）

（＊1.4％）

注）＊は、日々の出退勤はどのようになっているか、仕事の目標・期限・内容はどのように決められているのかの回答割合を示す（15頁参照）。 １１



６ 手続要件（有用でない・煩雑である手続）① 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

32.1%

0.7%

38.1%

29.2%

0% 20% 40%

④不明

③より厳格にすべ

き

②現行制度でよい

①有用でない手続

きがあり、

煩雑である。

１．手続についての考え Ｎ＝1,224

2.0%
2.2%

66.9%

51.3%

35.6%

7.0%

9.0%

6.7%

22.4%

28.9%

3.4%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

不明

その他

報告の作成及び労働基準監督

署長への届出

決議届の作成及び労働基準監

督署長への届出

個別労働者からの同意

決議事項の委員の5分の4以上

による合意

労使委員会の議事録の作成

労使委員会の運営規定の策定

労働者側委員の指名のための

代表者選出

労使委員会の設置

苦情処理措置

健康福祉確保措置

２．煩雑な手続（３つまで）

（１．で①と回答した場合）（複数回答） Ｎ＝357

１２

◆ 手続について、「現行制度でよい」との回答が38.1％、「有用でない手続があり、煩雑で
ある」との回答が29.2％ある。

◆ 煩雑な手続として、「報告の作成及び労働基準監督署長への届出」（66.9％）、「決議届
の作成及び労働基準監督署長への届出」（51.3％）を挙げた回答が多い。



労使委員会決議の作成･届出及び定期報告の作成・届出 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 「有用でない手続があり、煩雑である」と回答した事業場（29.2％）のうち、具体的に現行制度をどの
ように変えるべきかについて、煩雑な手続として
・決議届の作成・届出を挙げた事業場（51.3％）では「本社で一括届出ができるようにする」（59.0％）を、
・定期報告の作成・届出を挙げた事業場（66.9％）では「届出を廃止する」（50.2％）、「本社で一括届出が
できるようにする」（41.8％）
を挙げた回答が多い。

６ 手続要件（有用でない・煩雑である手続）②

34.4%

10.9%

59.0%

0.5%

2.7%

0% 20% 40% 60%

届出を廃止する

届出を１年に１回

に緩和する

本社で一括届出

できるようにする

その他

不明

決議届の作成・届出について（複数回答） Ｎ＝183

50.2%

27.6%

41.8%

0.8%

1.3%

0% 20% 40% 60%

届出を廃止する

届出を１年に１回

に緩和する

本社で一括届出

できるようにする

その他

不明

定期報告の作成・届出について（複数回答） Ｎ＝239

１３



７－１ 実労働時間の把握 【全事業場】

◆ 実労働時間をどのように把握しているかについて、企画業務型裁量労働制の場合、
「ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ・IC ｶｰﾄﾞ」（23.3％）、「自己申告制」（21.6％）、「PCのﾛｸﾞｲﾝ・ﾛｸﾞｱｳﾄ」（11.0％）を
挙げた回答が多い。
※管理監督者については、在社時間の把握等の観点から行っているものを質問。

※事業場回答結果から、各制度について該当者がいない分は便宜的に差し引いて割合を算定。
※「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の適用対象外である専門及び企画業務型裁量労働制適用

者については、質問の意図が分からず「不明」と回答した事業場もあると考えられる。

32.9%

23.3%

39.4%

40.5%

46.1%

7.3%

11.0%

13.1%

8.7%

6.9%

40.3%

21.6%

34.6%

33.4%

24.9%

1.9%

0.6%

2.0%

3.9%

8.3%

4.5%

1.0%

1.5%

5.6%

5.3%

1.7%

0.0%

0.0%

4.7%

0.1%

11.5%

42.6%

9.4%

3.1%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

フレックスタイム制

管理監督者

その他

ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ・ＩＣｶｰﾄﾞ PCのﾛｸﾞｲﾝ・ﾛｸﾞｱｳﾄ 自己申告制 管理監督者の視認 予め一定時間数を定めている 把握していない 不明
１４

N=1,536

N=1,224

N=1,191

N=3,965

N=3,716



◆ 出退勤管理について、裁量労働制の場合、「出退勤の時刻は自由だが、出勤の必要はある」が多い（専門業務型38.0％、
企画業務型33.7％）が、「一律の出退勤時刻がある」との回答も多い（専門業務型42.3％、企画業務型50.9％）

◆ 目標等の決定方法について、企画業務型裁量労働制の場合、「上司と相談しつつ自ら決定」（42.5％）が多いが、「自分の
意見を踏まえて上司が設定」（23.5％）、「会社または上司が設定」（18.5％）もある。

42.3%

50.9%

39.3%

65.4%

92.7%

14.2%

10.6%

42.2%

7.0%

2.1%

38.0%

33.7%

14.8%

21.2%

0.8%

2.3%

1.4%

0.2%

2.3%

0.1%

3.3%

3.5%

3.4%

4.0%

4.3%

0% 25% 50% 75% 100%

専門業務型裁量労働

制

企画業務型裁量労働

制

フレックスタイム制

労働時間規制の適用

除外（管理監督者）

通常の労働時間制

一律の出退勤時刻がある
決められた時間帯に職場にいれば出退勤時刻は自由
出退勤の時刻は自由だが、出勤の必要はある
出勤するかしないかは自由
不明

日々の出退勤管理

Ｎ＝3,024

Ｎ＝1,303

Ｎ＝2,432

Ｎ＝2,500

Ｎ＝11,134

７－２ 日々の出退勤管理の在り方等 【全労働者】

16.5%

18.5%

24.0%

18.0%

29.7%

19.5%

23.5%

21.7%

17.1%

18.8%

27.1%

42.5%

35.0%

41.5%

30.0%

12.2%

3.8%

5.8%

6.2%

4.0%

15.3%

7.6%

9.0%

10.5%

11.1%

6.8%

2.4%

2.6%

4.7%

3.9%

2.3%

1.4%

1.7%

1.6%

1.8%

0.3%

0.4%

0.2%

0.4%

0.6%

0% 25% 50% 75% 100%

専門業務型裁量労働

制

企画業務型裁量労働

制

フレックスタイム制

労働時間規制の適用

除外（管理監督者）

通常の労働時間制

会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が設定
上司と相談しつつ自ら決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業を共に行っているチームの者と相談しつつ自ら決定
自ら単独で決定
その他
不明

仕事の目標等の決定方法

Ｎ＝3,024

Ｎ＝1,303

Ｎ＝2,432

Ｎ＝2,500

Ｎ＝11,134

１５



８① 裁量労働制適用者だけに支払われる手当 【裁量労働制導入事業場】

◆ 裁量労働制適用者だけに支払われる特別手当がある事業場が55.1％。
◆ そのうち、特別手当の金額設定基準として、「通常の所定労働時間を超える残業代相当分」（75.2％）を挙げた回答

が多い。
◆ 企画業務型裁量労働制についての特別手当は平均：７．７万円（分布にバラツキがあること、不明とする回答が多い

ことに留意が必要。）

75.2%
10.8%

25.4%

10.9%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80%

通常の所定労働時間を超

える残業代相当分

業務遂行の能力や態度

業務遂行の結果や成果

その他

不明

特別手当の金額設定基準

【裁量労働制（専門・企画業務型）導入事業場】

（複数回答） Ｎ＝932

Ｎ＝1,691

10.4%

9.8%

2.3%

4.6%

3.1%

3.3%

18.0%

48.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

５万円未満

５万円以上

６万円未満

６万円以上

７万円未満

７万円以上

８万円未満

８万円以上

９万円未満

９万円以上

１０万円未満

１０万円以上

不明

特別手当の金額（企画業務型、月平均） Ｎ＝767

平均：７．７万円

１６

特別手当の有無
【裁量労働制（専門・企画業務型）導入事業場】

ある ･･･ 55.1％
ない ･･･ 40.6％
（不明・・・4.3％）



◆ みなし労働時間が8時間以上9時間未満の事業場と比べると
・8時間未満の事業場では、手当額が「5万円未満」「10万円以上」の回答が多い。
・9時間以上の事業場では、手当額が「10万円以上」の回答が多い。

※平成25年度労働時間等総合実態調査結果によれば、みなし労働時間は平均8時間19分。

19.4%

11.5%

4.5%

14.5%

19.1%

5.4%

5.1%

5.1%

0.7%

7.3%

4.9%

2.9%

0.3%

11.1%

1.6%

6.9%

3.7%

4.3%

24.7%

10.2%

77.6%

21.8%

34.4%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8時間未満

8時間以上

9時間未満

9時間以上

5万円未満 5万円以上6万円未満 6万円以上7万円未満 7万円以上8万円未満

8万円以上9万円未満 9万円以上10万円未満 10万円以上 不明

Ｎ＝1,522

N=592

N=488

N=442

１７

８② 裁量労働制適用者だけに支払われる手当（みなし労働時間別）【企画業務型裁量労働制導入事業場】



15.5%

21.6%

10.2%

18.8%

15.8%

14.0%

33.8%

20.1%

11.9%

11.7%

21.1%

7.1%

4.2%

2.1%

4.8%

8.4%

0.0%

3.3%

8.5%

4.5%

9.4%

1.3%

0.0%

2.4%

2.8%

3.4%

2.7%

9.1%

26.3%

1.7%

5.6%

6.1%

6.0%

7.8%

12.3%

2.2%

5.6%

21.9%

27.4%

27.9%

14.0%

52.9%

23.9%

20.3%

27.6%

14.9%

10.5%

16.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8時間未満

8時間以上9時間未満

9時間以上10時間未満

10時間以上11時間未満

11時間以上

不明

5万円未満 5万円以上6万円未満 6万円以上7万円未満 7万円以上8万円未満
8万円以上9万円未満 9万円以上10万円未満 10万円以上 不明

Ｎ＝1,758

N=71

N=379

N=519

N=154

N=57

N=578

１８

８③ 裁量労働制適用者だけに支払われる手当（平均実労働時間別）【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 実労働時間が9時間以上10時間未満の事業場と比べると、8時間未満、8時間以上9時間未満の
事業場では、手当額が「5万円未満」「5万円以上6万円未満」の回答が多く、「10万円以上」の回答が
少ない。

※平成25年度労働時間等総合実態調査結果によれば、実労働時間（平均的な者）は9時間16分。



９－１ 健康・福祉確保措置 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 実際に実施した健康・福祉確保措置としては、「産業医等による助言・指導または保健
指導を受けさせる」（40.4％）、「心と体の健康相談窓口を設置する」（39.2％）を挙げた回答
が多い。（裁量労働外への配置転換や特別の休暇付与は少ない。）

8.8%

4.2%

29.0%

33.8%

39.2%

6.5%

29.2%

18.3%

7.3%

40.4%

48.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

定期的に特別な休暇を付与する

一定時間以上の勤務または休日労働が

行われた場合に特別な休暇を付与する

一定時間以上の勤務または休日労働が

行われた場合に代償休日を付与する

年次有給休暇の連続取得を含む休暇取得

促進措置を講じる

心と体の健康相談窓口を設置する

定期健康診断以外に一定期間ごとの健康

診断を実施する

一定時間以上の勤務や休日労働が行わ

れた場合に健康診断を実施する

労働者の希望に応じ臨時診断を実施する

勤務状況および健康状態により、裁量労働制

が適用されない部署へ配置転換する

産業医等による助言・指導または保健指導を

受けさせる

不明

裁量労働制適用者に対する健康・福祉確保措置として、実際に実施したもの（複数回答） Ｎ＝1,224

１９



33.5%

27.4%
22.3%

11.7%
14.0%

5.0%

43.6%

6.7%
12.3%

2.8%

7.8%

2.8%

5.0%

14.0%
1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１ 休日・休暇を組み合わせた連続休暇制度の導入

２ 定期的な特別休暇付与

３ 一定時間以上の勤務が行われた

場合の特別休暇付与

４ 休暇労働が行われた際の特別休暇付与

５ 一定時間以上の勤務や休日労働が

行われた際の代償休日付与

６ 翌勤務日までに一定の勤務間隔を空ける措置

７ 年次有給休暇の連続取得を含む取得促進措置

８ 心とからだの健康相談窓口の設置

９ 定期健康診断以外の一定期間ごとの

健康診断の実施

10 一定時間以上の勤務や休日労働が

行われた際の健康診断の実施

11 労働者の希望に応じた臨時診断の実施

12 裁量労働制が適用されない部署への配置転換

13 産業医等による助言・指導または保健指導

14 その他

15 不明

３．健康確保のための具体的な要望内容

（２．で「ある」と回答した場合）（複数回答）

２０

９－２ 健康・福祉確保措置 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 健康・福祉確保措置は十分との回答が80.5％、十分でないとの回答が17.2％ある。
◆ 不十分とする労働者が、要望する具体的措置としては、「年次有給休暇の連続取得を含む取得促進

措置」（43.6％）のほか、連続休暇制度の導入や特別な休暇の付与等を挙げた回答が多い。（裁量労働
外への配置転換や産業医等による指導等への要望は少ない。）

１．健康・福祉確保措置が十分と
思うか

はい ･･･ 80.5％

いいえ ･･･ 17.2％
（不明 ・・・ 2.3％）

２．具体的措置についての要望
（１．で「いいえ」と回答した場合）

ある ･･･ 79.9％
ない ･･･ 20.1％
（不明 ・・・ 0.0％）

Ｎ＝1,303

Ｎ＝224

Ｎ＝179



40.0%

42.9%

48.1%

38.9%

50.0%

37.1%

28.6%

27.8%

20.0%

24.3%

28.6%

33.3%

20.0%

17.1%

26.0%

27.8%

20.0%

14.3%

11.7%

22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

150時間未満

150時間以上

200時間未満

200時間以上

250時間未満

250時間以上

300時間未満

健康確保のための具体的な要望内容（複数回答・上位５項目）

年次有給休暇の連続取得を含

む取得促進措置（44.6％）

休日・休暇を組み合わせた連

続休暇制度の導入（33.1％）

定期的な特別休暇付与

（26.9％）

一定時間以上の勤務が行われ

た場合の特別休暇付与

（22.3％）

一定時間以上の勤務や休日労

働が行われた際の代償休日付

与（14.3％）

Ｎ＝10

Ｎ＝70

Ｎ＝77

Ｎ＝18
２１

９－２② 健康・福祉確保措置（１ヶ月の実労働時間別）【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 要望内容に大きな差は見られないものの、150時間以上で見た場合、「定期的な特別休暇付与」
「一定時間以上の勤務が行われた場合の特別休暇付与」について２～３割程度の回答がある。

Ｎ＝175



１０－１ 苦情処理措置 【企画業務型裁量労働制導入事業場】

◆ 苦情処理措置として、「人事担当部署等に独自の相談窓口を設置」（41.3％）を挙げる
回答が多い。

22.5%

10.0%

25.7%

41.3%

9.2%

30.7%

1.0%

43.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

労使委員会に相談窓口を設置

苦情処理を行う独自の委員会を会社

組織内に設置

労働組合が相談窓口を設置

人事担当部署等に独自の相談窓口

を設置

相談窓口を会社の組織以外に設置

上司への申し出

その他

不明

苦情処理措置の内容（複数回答） Ｎ＝1,224

２２



１０－２ 苦情処理措置 【企画業務型裁量労働制適用労働者】

◆ 苦情の申出が「ない」との回答が95.3％と多い。
◆ 苦情処理体制が十分と思うとの回答が74.7％、そう思わないとの回答が22.2％ある。
◆ 苦情処理体制が十分と思わない労働者のうち、「どこの誰に相談すべきか明確でない」

（23.5％）を挙げる回答が多い。

23.5%

12.5%

18.7%

19.0%

19.4%

5.5%

1.4%

0% 10% 20% 30%

１ どこの誰に相談すればよいの

か明確でない

２ 窓口が相談しづらい雰囲気であ

る

３ 苦情を受けた後の回答、対応

が明確に示されていない

４ プライバシーが確保されていな

いおそれがある

５ 苦情申出により処理等へ影響

するおそれがある

６ その他

７ 不明

３．苦情処理体制の不十分な点

（２．で「思わない」と回答した場合）

２３

１．苦情の申出の有無

ある ･･･ 3.3％

ない ･･･ 95.3％

（不明 … 1.4％）

２．苦情処理体制は十分と思うか

思う ･･･ 74.7％

思わない ･･･ 22.2％

（不明 … 3.1％）

Ｎ＝1,303

Ｎ＝1,303

Ｎ＝289



5.6%

4.9%

16.0%

94.2%

3.5%

8.2%

0% 50% 100%

１． 週休２日制の場合に、法定労働

時間の総枠を超えてしまう月がある

２． 週休２日制の場合、総枠を超えないよ

う、最終週の労働時間が制限される月がある

３． 複数月をまたいだ清算ができない

４． 清算期間が短い

５． 法令に定められた手続、就業規則の変

更・届出が煩雑だから

６． その他

２．具体的に不便を感じた点（１．で「ある」と回答した

場合）（複数回答）

１－１ 制度に対する評価 【フレックスタイム制導入事業場】

◆ 制度の運用上、不便を感じたことがあるとの回答が47.9％、感じたことがないとの回答が46.7％
ある。

◆ 具体的に不便と感じた点として、「清算期間が短い」（94.2％）を挙げる回答が多いが、具体的に
どの程度の期間とすべきかは「不明」（90.5％）とする回答が多い。

2.6%

0.9%

0.0%

1.7%

4.3%

90.5%

0% 50% 100%

１． 労使で自由に決

定できるようにする

２． １年程度

３． ６ヶ月程度

４． ３ヶ月程度

５． １ヶ月以上

３ヶ月未満

６． 不明

３．清算期間について、具体的には

どの程度の期間が良いか。

（２．で４を回答した場合）

２４

フレックスタイム制について

１．制度の運用上、不便を感じたことがあるか

ある ･･･ 47.9％
ない ･･･ 46.7％
（不明 …5.5％）

Ｎ＝1,191

Ｎ＝570

Ｎ＝537



20.4%

5.4%

21.2%

17.9%

30.2%

4.9%

0% 20% 40%

１． 清算期間を長くすべき

２． 休日・深夜労働を自由に行えるよう

にすべき

３． 出退勤管理を緩やかにすべき

４． コアタイムを短くすべき

５． コアタイムをなくすべき

６． 不明

２．具体的に見直すべき点

（１．で「見直すべき」と回答した場合） Ｎ＝368

１－２ 制度に対する評価 【フレックスタイム制適用労働者】

◆ 現行制度のままでよいとの回答が81.9％、「見直すべき」との回答が15.1％ある。
◆ 「見直すべき」との労働者のうち、「コアタイムをなくすべき」（30.2％）、「出退勤管理を緩やかにすべ

き」（21.2％）がある一方、「清算期間を長くすべき」（20.4％）との回答も見られる。

12.0%

9.3%

5.3%

46.7%

24.0%

2.7%

0% 20% 40% 60%

１． 労使で自由に決定

できるようにする

２． １年程度

３． ６ヶ月程度

４． ３ヶ月程度

５． １ヶ月以上

３ヶ月未満

６． 不明

３．清算期間について、具体的には

どの程度の期間が良いか。

（２．で１を回答した場合）

２５

１．現行のフレックスタイム制についての評価

このままでよい ･･･ 81.9％
見直すべき ･･･ 15.1％

（不明 … 2.9％）

Ｎ＝75Ｎ＝2,432



28.5%

14.5%

3.3%

14.5%

7.9%

5.7%

6.8%

2.0%

47.2%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１． 従業員の時間意識がルーズになること

２． 人事担当における時間管理が煩雑になること

３． 業務遂行の効率性、生産性が低下すること

４． 社内のコミュニケーションに支障が出ること

５． 取引先・顧客に迷惑をかけてしまうこと

６． 清算期間中の特定の期間に始業・終業時刻

を固定できないこと

７． 清算期間が限定されること

８． その他

９． 特に問題ない

10． 不明

導入しているフレックスタイム制に関して、職場でどのような問題点があるか。（複数回答）

２６

２ フレックスタイム制に関する職場での課題 【フレックスタイム制導入事業場】

◆ 導入事業場での職場での課題としては、「特に問題ない」とする回答が47.2％と多いが、
「従業員の時間意識がルーズになること」（28.5％）等を挙げる回答も見られる。

Ｎ＝1191



61.7%
21.1%

19.8%

13.7%

23.6%

16.3%

3.8%

4.9%

2.8%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１． 適した業務・職種がなく、必要性がないから

２． 業務遂行の効率性、生産性が低下する

おそれがあるから

３． 従業員の時間意識がルーズになるおそれが

あるから

４． 人事担当における時間管理が煩雑になる

おそれがあるから

５． 取引先・顧客に迷惑をかけるおそれが

あるから

６． 社内のコミュニケーションに支障が出る

おそれがあるから

７． 法令に定められた手続、就業規則の変更・

届出が煩雑だから

８． その他

９． わからない

10． 不明

フレックスタイム制を導入していない理由（複数回答）

２７

３ フレックスタイム制を導入していない理由 【フレックスタイム制を導入していない事業場】

◆ フレックスタイム制を導入していない理由としては、「適した業務・職種がなく、必要性が
ないから」が61.7％と多い。

Ｎ＝2,836


